
南相馬市地域防災計画の修正（素案）に関するパブリックコメント手続の実施結果（回答内容） 【パブリックコメント・各区地域協議会意見】

※資料２新旧対照表への意見は、資料３素案のページを示しています。

対応区分
本計画への

反映等
市の考え方（対応の理由等）

1
パブリックコメ
ント（個人）

資料１ 12

（4）⑩旅館ホテルへの・・・・・ 高齢者・障害者等多くの人たちも対象としてほしい
【理由】
東日本大震災、熊本地震等大規模地震では個室の配慮の必要な
人が多くみられている。例えば発達障害児たちで音や人に過敏
な子供たちは避難所にいることができず、壊れた自宅に戻って
いた。

意見（その
他）

素案のとお
り

現協定内容では対象者を妊産婦等としております。必要に応じて協
定内容の変更を検討します。
一般の避難所では生活することが困難な要配慮者については福祉避
難所に移送することとしています。指定福祉避難所の外に旅館・ホ
テル等を確保し、福祉避難所として開設するよう努めることとして
いますので、災害の状況に応じて対応していきます。

2
パブリックコメ
ント（個人）

資料１ 15

17　要配慮者対策 福祉避難所への直接避難　南相馬市では制度化はできているの
か

ご質問 ー

制度化はできているものの、訓練等での検証ができていないため、
福祉避難所開設訓練を実施し、福祉事業所等と課題の検証を行って
まいります。

3
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 2

総則・予防対策編
第１部第１章第２節
1　4行目

国の防災計画で人命が失われない　一人の人命も
【理由】
インクルーシブ防災の考え方から

修正意見
素案のとお
り

ご意見の箇所は、国の防災基本計画の表現を引用しており、同じ趣
旨を示しています。

4
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 30

総則・災害予防対策編
第2部第１章第３節
第３　2

内水ハザードマップを早急に作成お願いします。
【理由】
避難経路が確保できない場合がある。洪水ハザードマップに未
掲載部分が追加されると思う

意見（その
他）

ー
内水ハザードマップについては、下水担当部局で作成を進めてお
り、令和６年度に完成の見込みです。

5
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 46

総則・災害予防対策編
第２部第２章第５節
第２　１（1）

障害者。高齢者も対象者が多くいる。
意見（その
他）

ー

旅館・ホテルの避難所としての活用に関してはNo12のとおりで
す。

6
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 47

総則・災害予防対策編
第２部第２章第５節
第２　３（4）4行目

障害者。高齢者も対象者が多くいる。妊産婦等→妊産婦・障害
児・者等 修正意見

素案のとお
り

現協定内容では対象者を妊産婦等としております。必要に応じて協
定内容の変更を検討します。なお、旅館・ホテル等の福祉避難所と
しての取扱いはNo12のとおりです。

7
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 47

総則・災害予防対策編
第２部第２章第５節
第２　３（4）4行目

福祉避難所への直接避難は安全上も必要です。具体的な施策を
お願いいたします。 意見（その

他）
ー

ご意見を踏まえ、具体的な施策を講じてまいります。
総則・予防対策編第２部第２章第５節（p47）において、要配慮者
を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、避難の際に指定福祉
避難所へ直接避難できるよう努めることとしています。

8
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 47

総則・災害予防対策編
第２部第２章第５節
第５　地域避難所の設置

能登半島地震では結果として孤立した集落で地域避難所が多く
みられました。大規模災害時には既存避難所が安全に開所でき
るかは分かりません。普段からの訓練に大事な考え方と思いま
す。

意見（その
他）

ー

ご意見を踏まえ、引き続き行政区や自主防災組織に対し、地域避難
所設置の呼びかけや、防災訓練等を推進していきます。

9
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 60

総則・災害予防対策編
第２部第３章第４節
第1　避難行動要支援者支援　1（2）

名簿掲載対象者が現行計画キ　程度の判定では該当しない
が・・・が無くなってしまっている。再掲をお願いしたい。
【理由】
自ら不安を感じている人は名簿に記載がなければ、間違いなく
支援の対象から漏れてしまう。とても大事な記載である。

修正意見
素案のとお
り

「その他市長が認める者」に避難行動に不安があり名簿登録を希望
する方が含まれます。
また、名簿作成時に市から対象者へ丁寧に説明し、名簿登録の意向
を確認しているところです。

10
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 96

一般災害対策編
第１部第６章第２節
第３　３要配慮者対策（4）

保護者・家族がいる場合の要配慮者で音や空間認知が困難な方
たちは、個別の配慮ができる部屋等があれば支援者が必要でな
い場合も多くある。東日本大震災時のも多くの高齢者、障害者
がホテル、旅館で安心できた。

意見（その
他）

ー

指定避難所においては段ボールパーテーション等を用い、防災訓練
等をとおして要配慮者避難を想定した適切な避難者の専用スペース
等のエリア分けを各避難所の状況に応じて検討しています。
旅館・ホテルの避難所としての活用に関してはNo12のとおりで
す。

11
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 96

一般災害対策編
第１部第６章第２節
第４　指定避難所以外の避難者への支
援

在宅、車中、テント等避難者の内要配慮者支援は早急に安否確
認の上、避難者名簿に登録し、食料、薬、おむつ等生活用品、
介護につなげればならない。冬場、夏場には自ら温度調節がで
きないよう配慮者が多くいるため、専門スタッフの巡回が必要
となる。

意見（その
他）

ー

第１部第６章第２節４（p96）において、被災者の所在を、消防団
や行政区・自主防災組織等と連携して把握することとしており、避
難所以外の要配慮者についても避難所生活者と同様に食料、物資の
供給や巡回保健指導を受けられる計画としています。

回答
№ 提出者

対象資
料№

ページ 意見箇所 意見等要旨

資料１－２

1 ページ



12
パブリックコメ
ント（個人）

資料３ 129

一般災害対策編
第１部第１７章第１節
第2（2）　避難所での支援　生活支援
3福祉避難スペースの確保

専用スペースは災害規模や災害種類、地域の人口構成にて大き
く変わる。避難所ごとのシミュレーションをしておかないとス
ペースが使えなくなってしまう。福祉避難スペースは通常災害
でも恒常化する必要がある。

意見（その
他）

ー

ご意見踏まえ、市総合防災訓練や避難所マニュアルへの反映等取り
組んでまいります。

13
パブリックコメ
ント（小高区地
域連絡協議会）

その他

災害は計画（予想）していないことが起きるため、そういった
ことを常に想定すべきである。 意見（その

他）
ー

不測の事態に対応できるよう、防災知識の普及啓発、市のマニュア
ル作成、職員の訓練等、対応能力の向上に努めていきます。

14
パブリックコメ
ント（小高区地
域連絡協議会）

その他

（初期消火等で水が確保できるように）市内学校プールの鍵を
共通鍵にするような対応も必要では。 意見（その

他）
ー 今後、施設管理者と検討していきます。

15
パブリックコメ
ント（小高区地
域連絡協議会）

その他

防災行動計画（タイムライン）と計画本文がリンクして見やす
いような工夫が欲しい。

修正意見
素案のとお
り

防災行動計画は時系列に対応を示したものですが、地域防災計画
は、防災の総合計画として根拠、基準等の記載がありボリュームが
あるため、概要版等で分かりやすく伝わるように検討します。

16
パブリックコメ
ント（小高区地
域連絡協議会）

その他

令和５年度に防災マップが配られたが細かすぎて高齢者にとっ
て見辛い。地区ごとの見やすいマップを配付して欲しい。 意見（その

他）
ー

今後の防災マップの作成時に、見やすいマップとなるよう工夫して
いきます。

17
パブリックコメ
ント（小高区地
域連絡協議会）

その他

地震時の避難所については経路が塞がれるなどの不測の事態に
陥ることが予想されるため、これを想定した地区ごとの対応が
必要になる。

意見（その
他）

ー

今後対応を検討していきます。

18
パブリックコメ
ント（小高区地
域連絡協議会）

その他

避難所となっている小高中付近は街路灯が少なくて暗いので対
応して貰いたい。 意見（その

他）
ー ご要望として承ります。

19
パブリックコメ
ント（小高区地
域連絡協議会）

その他

石川町の体育館は災害時にマットを敷くことができるように
なっている。このような仕組みがあると良いと思う。 意見（その

他）
ー 今後の参考とします。

20
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域協議会）

その他

石川県の地震では、不自由な避難生活の中で、トイレの問題が
深刻だと聞きます。
南相馬市では緊急時に、 仮設トイレや簡易トイレを設置すると
なっていますが、
高齢者の中には仮設トイレの段差が登れず困ったとの話を聞き
ますし、 悪臭も
ひどいとのことです。
そのことから必要な水分を控え、トイレに行かないようにして
いるとのことです。 その中で「トイレトレーラー」が快適で皆
に喜ばれていると聞きました。
県内でも棚倉町が所持しているとのことです。
高価とのことですが、当市でもトイレトレーラーの設置を検討
出来ないでしょうか。 南相馬市以外で発生した災害の支援にも
有効活用出ると思われるし、
通常のイベント (野馬追等)でも活躍できそうです。

意見（その
他）

素案のとお
り

令和５年１０月２４日に県と県内５９市町村が「大規模災害時にお
けるふくしま災害時相互応援チームによる相互応援等に関する協
定」を締結したことにより、本市で災害が発生した際にトイレト
レーラーを保有する自治体への応援を要請することができるように
なっています。
トイレトレーラーの購入については費用対効果など、まずは他自治
体の事例を研究していきます。

21
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

能登半島地震で道路が寸断されたが、市内道路の危険箇所はど
こに記載があるか。市道・県道・国道と縦割りで連携はどうな
るのか。

ご質問 ー

道路の土砂災害警戒区域や浸水区域等の危険箇所は市が作成・配布
を行っている防災マップ（洪水・土砂災害編）等に記載していま
す。また、緊急輸送路については一般災害対策編第９章第１節第１
（P106）で指定し、指定された第１次確保路線から道路啓開等、
交通の確保を図ることとしています。また、南相馬市地域防災計画
は市単独の計画ではなく、市域に関わる者の計画となっており、計
画に沿ってそれぞれの道路管理者が対応することが基本となりま
す。

22
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

南相馬市では1.5次避難を想定しているのか。

ご質問 ー

市でも過去災害で住居に被害を受けた方を早期に市営住宅へ受け入
れるなど、1.5次避難に相当する対応を行っています。
一般災害対策編第1部第6章第2-1-(2)にも旅館ホテル等の利用につ
いて記載しています。
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23
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

１つの課で抱えるのではなく市役所の組織力を生かして災害対
応をしていただきたい。市役所と市民が連携して対応していく
ことが大事である。

意見（その
他）

ー

自助・共助・公助一体による地域防災力の強化に努めます。

24
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

原三中は土砂災害警戒区域のため避難所に指定されていない
が、地域としては土砂災害の可能性はないと判断している。避
難所見直しの検討を行って貰いたい。

意見（その
他）

ー

災害災害対策基本法施行令第20条の３、第20条の６、国の「指定
緊急避難場所の指定に関する手引き」等により基準が定められてい
ますが、災害の種別に応じた避難所指定の検討を行っていきます。

25
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

災害対策本部への議会の関わりを盛り込むことを今後の検討と
して欲しい。

意見（その
他）

ー

市議会は「南相馬市議会災害対策支援本部」を設置し、市災害対策
本部と連携することを別途定めておりますので、適宜、連携して対
応してまいります。

26
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

水害によるダム決壊が心配である。また大木戸川への支流の排
水路構造に問題があるため改善をして欲しい。 意見（その

他）
ー

令和元年東日本台風以降、大雨が予想される場合、事前にダムの調
整放流を行えるようになりました。大雨時にはダムを監視しコント
ロールしています。雨水排水の問題については、河川管理者へ改修
の要望をしています。

27
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

事前対策として個人がどのように対応すべきか啓発することが
重要だと考える。 意見（その

他）
ー

事前対策については計画本文にも記載しており、防災出前講座や訓
練等を通して、引き続き平時からの啓発に努めてまいります。

28
パブリックコメ
ント（原町区地
域連絡協議会）

その他

災害が起これば公的機関の職員も被災者であるため、自助が大
事であることを周知して欲しい。 意見（その

他）
ー

市は防災出前講座、訓練等で平時から啓発をしていますので、今後
も続けていきます。

29
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域連絡協議会）

その他

令和４年の地震で鹿島区は断水した。水道設備の総点検はして
いるのか。

ご質問 ー

水道法第22条の２において、水道事業者等は、点検を含む維持及
び修繕をしなければならない旨が定められており、国の水道施設の
維持及び修繕に関する基準に基づき定期的な点検を実施していま
す。

30
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域連絡協議会）

その他

地域の高齢の住民がさくらホールに避難した際に、「いっぱい
だから来るな」と言われた。自分の身は自分で守るというのは
原則だが、対応できる者とそうでない者もいる中で言い方に注
意が必要ではないか。

意見（その
他）

ー

マニュアル等を整備し、平時から避難所担当となる職員に共有し、
対応の改善に努めていきます。

31
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域連絡協議会）

その他

避難時等、困った時にどうすればいいかはっきりわかるように
示してもらいたい。 意見（その

他）
ー

市は防災出前講座、訓練等で平時から啓発をしていますので、今後
も続けていきます。

32
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域連絡協議会）

その他

相馬地方広域水道企業団に対し、給水等の対応について申し入
れではなく業務命令は出せないのか。

ご質問 ー

市とは異なる事業体に対し、市から命令をする権限はございません
が、要請し連携して実施することを計画に位置付けています。

33
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域連絡協議会）

その他

避難誘導など職員のみでは対応しきれない。関係者が全員で対
応しなければならないと思うが、そのためのマニュアル等の整
備もしっかりして欲しい。

意見（その
他）

ー

今後の防災対策として具現化していきます。

34
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域連絡協議会）

その他

高齢化が進んでくると、きめ細かな対応が無いと一人ひとりが
自覚しようにもしようがないため、きめ細かな対応をお願いし
たい。

意見（その
他）

ー

ご意見として受け止め対応してまいります。

35
パブリックコメ
ント（鹿島区地
域連絡協議会）

その他

耐震化率を１００％にすると被害が減少すると示されているが
市は対策としてどのようなことに取り組んでいるのか。

ご質問 ー

南相馬市耐震改修促進計画を策定し、木造住宅の耐震診断、住宅の
耐震改修、ブロック塀等の撤去・改築等に対する補助、市民への安
全対策の普及啓発を行っています。
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